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育成就労制度運用要領の一部改正（4月 6日付）が発表になりました。 

「第5章 監理支援機関の許可等」についても一部改正があり、許可申請手数料

の額が示されました。 

改正箇所の詳細は、外国人技能実習機構HP（育成就労制度について）を確認くだ

さい。https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/index.html 

 

 

今回のテーマ「育成就労制度運用要領の一部改正」について 
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